
地方自治法施行令（抄） 

（一般競争入札の参加者の資格）  

第百六十七条の四  普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次

の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。  

一  当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者  

二  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

三  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 （平成三年法律第七十七号）第三十二条

第一項 各号に掲げる者  

２  普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当する

と認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないこ

とができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者につい

ても、また同様とする。  

一  契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若し

くは数量に関して不正の行為をしたとき。  

二  競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害

し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。  

三  落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。  

四  地方自治法第二百三十四条の二第一項 の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の

職務の執行を妨げたとき。  

五  正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。  

六  契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽

の事実に基づき過大な額で行つたとき。  

七  この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を

契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 

 

 

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（抄） 

（定義）  

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。  

一  暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法

な行為をいう。  

二  暴力団 その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的

に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。  

三  指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。  

四  指定暴力団連合 第四条の規定により指定された暴力団をいう。  

五  指定暴力団等 指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。  

六  暴力団員 暴力団の構成員をいう。  



 七  暴力的要求行為 第九条の規定に違反する行為をいう。  

八  準暴力的要求行為 一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等又はその第

九条に規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をすることをい

う。 

 

（国及び地方公共団体の責務）  

第三十二条  国及び地方公共団体は、次に掲げる者をその行う売買等の契約に係る入札に参加さ

せないようにするための措置を講ずるものとする。  

一  指定暴力団員  

二  指定暴力団員と生計を一にする配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある者を含む。）  

三  法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員となっているもの  

四  指定暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を

有する者（前号に該当するものを除く。）  

２  国及び地方公共団体は、前項に規定する措置を講ずるほか、その事務又は事業に関する暴力

団員による不当な行為の防止及びこれにより当該事務又は事業に生じた不当な影響の排除に努

めなければならない。  

３  国及び地方公共団体は、事業者、国民又はこれらの者が組織する民間の団体（次項において

「事業者等」という。）が自発的に行う暴力排除活動（暴力団員による不当な行為を防止し、及

びこれにより事業活動又は市民生活に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。同項に

おいて同じ。）の促進を図るため、情報の提供、助言、指導その他必要な措置を講ずるものとす

る。  

４  国及び地方公共団体は、事業者等が安心して暴力排除活動の実施に取り組むことができるよ

う、その安全の確保に配慮しなければならない。 

 

 

七戸町財務規則（抄） 

(一般競争入札の参加者の資格) 

第 127 条の 2 一般競争入札に参加しようとする者が施行令第 167 条の 4 第 2 項各号のいずれか

に該当すると認められるときは、その者について 3 年以内で町長が定める期間一般競争入札に

参加させないものとする。その者を代理人、支配人又は入札代理人として使用する者について

も、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。 

 

 

七戸町暴力団排除措置要綱（抄） 

(定義) 

第 2 条 この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第 77号。以下「法」



という。)第 2条第 2 号に規定する暴力団をいう。 

(2) 暴力団員 法第 2条第 6号に規定する暴力団員をいう。 

(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であ

って、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(法第 2条第 1号に規定する暴力的不法行為等

をいう。)を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を

行うなど、暴力団の維持若しくは運営に協力し、関与する者をいう。)をいう。 

(4) 法人等 法人その他の団体をいう。 

(5) 役員等 次に掲げる者をいう。 

ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者 

イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者 

ウ 個人にあっては、その者(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者である

かを問わず、事務所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行しうる地

位にある者を含む。)をいう。)及びその使用人 

(6) 契約等の相手方 次に掲げる者をいう。 

ア 町の事業等の契約相手方となるために必要な申込み、申請等をしている者 

イ 町が行う一般競争入札又は指名競争入札の参加資格を有する者、入札に参加しようとす

る者、町が随意契約の相手方として選定する者及び既に契約を締結した者 

ウ 補助金、貸付金その他いかなる名称であるかを問わず、町から金銭等の交付を受けるた

めの申請をした者及び申請をしようとする者並びに金銭等の交付を受けた者 

エ アからウまでに掲げる者のほか、町が行う許認可等の処分の対象となる資格を有する者 

(7) 排除措置 入札参加資格者の指名停止、契約の解除、許認可等の取消しその他の町の事務

及び事業から暴力団を排除するために必要な措置をいう。 

(8) 排除措置対象者 次に掲げる者をいう 

ア 暴力団員 

イ 役員等が自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力

団の威力を利用したと認められる者 

ウ 役員等が暴力団の威力を利用する目的で、若しくは暴力団の威力を利用したことに関し

金品その他財産上の利益の供与(以下この号において「金品等の供与」という。)をし、又

は暴力団活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認

められる者 

エ 役員等が正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資

することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められる者 

オ 役員等が暴力団と交際していると認められる者 

(9) 排除措置担当所属長 排除措置の対象となる町の事務及び事業を担当する所属の長をい

う。 


